
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

○

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○

独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
５
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農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
対
象
農
産
物
」
と
は
、
米
穀
、
麦
、
大
豆
、
て
ん
菜

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
対
象
農
産
物
」
と
は
、
米
穀
、
麦
、
大
豆
、
て
ん
菜

、
で
ん
粉
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ
そ
の
他
の
農
産
物
で
あ
っ
て
、
次
の

、
で
ん
粉
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ
そ
の
他
の
農
産
物
で
あ
っ
て
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

一

国
民
に
対
す
る
熱
量
の
供
給
を
図
る
上
で
特
に
重
要
な
も
の

一

国
民
に
対
す
る
熱
量
の
供
給
を
図
る
上
で
特
に
重
要
な
も
の

二

前
号
に
該
当
す
る
他
の
農
産
物
と
組
み
合
わ
せ
た
生
産
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る

二

前
号
に
該
当
す
る
他
の
農
産
物
と
組
み
合
わ
せ
た
生
産
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る

も
の

も
の

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
生
産
条
件
不
利
補
正
対
象
農
産
物
」
と
は
、
対
象
農
産
物

（
新
設
）

の
う
ち
、
我
が
国
に
お
け
る
標
準
的
な
生
産
費
が
標
準
的
な
販
売
価
格
を
超
え
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
我
が
国
に
お
け
る
生
産
条
件
と
外
国
に
お
け
る
生
産

条
件
の
格
差
か
ら
生
ず
る
不
利
を
補
正
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め

る
も
の
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
収
入
減
少
影
響
緩
和
対
象
農
産
物
」
と
は
、
対
象
農
産
物

（
新
設
）

の
う
ち
、
収
入
の
減
少
が
農
業
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
対
象
農
業
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
者

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
対
象
農
業
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
者

を
い
う
。

を
い
う
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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イ

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
十
三

イ

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
農
業
者

条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
農
業
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
耕
作
の
業
務
の
規
模
が

対
象
農
産
物
の
効
率
的
な
生
産
を
図
る
上
で
適
切
な
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

ロ

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
就
農

（
新
設
）

者
ハ

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
二
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
農
業
団

ロ

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
二
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
農
業
団

体
そ
の
他
の
委
託
を
受
け
て
農
作
業
を
行
う
組
織
（
地
域
に
お
け
る
農
地
の
利

体
そ
の
他
の
委
託
を
受
け
て
農
作
業
を
行
う
組
織
（
地
域
に
お
け
る
農
地
の
利

用
の
集
積
を
確
実
に
行
う
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
、
農
業
経
営
を
営
む
法
人
と
な

用
の
集
積
を
確
実
に
行
う
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
、
農
業
経
営
を
営
む
法
人
と
な

る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
り
、
法
人
を
除
く
。
）

る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
り
、
法
人
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
耕
作
の

業
務
の
規
模
が
対
象
農
産
物
の
効
率
的
な
生
産
を
図
る
上
で
適
切
な
も
の
と
し

て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
生
産
条
件
に
関
す
る
不
利
を
補
正
す
る
た
め
の
交
付
金
の
交
付
）

（
生
産
条
件
に
関
す
る
不
利
を
補
正
す
る
た
め
の
交
付
金
の
交
付
）

第
三
条

政
府
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
生
産
条
件
不
利
補
正
対
象

第
三
条

政
府
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
特
定
対
象
農
産
物
（
対
象

農
産
物
を
生
産
す
る
対
象
農
業
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
交
付
金
を
交
付
す
る
も
の

農
産
物
の
う
ち
、
我
が
国
に
お
け
る
標
準
的
な
生
産
費
が
標
準
的
な
販
売
価
格
を
超

と
す
る
。

え
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

我
が
国
に
お
け
る
生
産
条
件
と
外
国
に
お
け
る
生
産
条
件
の
格
差
か
ら
生
ず
る
不
利

を
補
正
す
る
た
め
、
対
象
農
業
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
交
付
金
を
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。

一

当
該
年
度
に
お
け
る
対
象
農
業
者
の
生
産
条
件
不
利
補
正
対
象
農
産
物
の
作
付

一

当
該
年
度
の
前
年
度
以
前
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
に
お
け
る
対
象
農

面
積
に
応
じ
て
交
付
す
る
交
付
金

業
者
の
特
定
対
象
農
産
物
の
期
間
平
均
生
産
面
積
（
当
該
期
間
に
お
け
る
そ
の
者

の
特
定
対
象
農
産
物
の
生
産
量
を
そ
れ
ぞ
れ
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に



- 3 -

よ
り
生
産
面
積
に
換
算
し
た
も
の
を
基
準
と
し
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
面
積
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
応
じ
て
交
付
す
る
交
付

金

二

当
該
年
度
に
お
い
て
対
象
農
業
者
が
生
産
し
た
生
産
条
件
不
利
補
正
対
象
農
産

二

当
該
年
度
に
お
い
て
対
象
農
業
者
が
生
産
し
た
特
定
対
象
農
産
物
の
品
質
及
び

物
の
品
質
及
び
生
産
量
に
応
じ
て
交
付
す
る
交
付
金

生
産
量
に
応
じ
て
交
付
す
る
交
付
金

２

前
項
第
一
号
の
交
付
金
の
金
額
は
、
対
象
農
業
者
ご
と
に
、
生
産
条
件
不
利
補
正

２

前
項
第
一
号
の
交
付
金
の
金
額
は
、
対
象
農
業
者
ご
と
に
、
特
定
対
象
農
産
物
に

対
象
農
産
物
に
つ
い
て
の
種
類
別
の
面
積
当
た
り
の
単
価
（
以
下
「
面
積
単
価
」
と

つ
い
て
の
種
類
別
の
面
積
当
た
り
の
単
価
（
以
下
「
面
積
単
価
」
と
い
う
。
）
に
、

い
う
。
）
に
、
そ
の
者
の
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
生
産
条
件
不
利
補
正
対
象
農
産

そ
の
者
の
当
該
特
定
対
象
農
産
物
の
種
類
別
の
期
間
平
均
生
産
面
積
を
そ
れ
ぞ
れ
乗

物
の
種
類
別
の
作
付
面
積
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ

じ
て
得
た
金
額
を
合
算
し
た
金
額
と
す
る
。

て
得
た
金
額
を
合
算
し
た
金
額
と
す
る
。

３

面
積
単
価
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
対
象
農
業
者
が
生
産
し
た
生
産
条
件
不
利
補

３

面
積
単
価
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
対
象
農
業
者
が
生
産
し
た
特
定
対
象
農
産
物

正
対
象
農
産
物
の
種
類
別
の
標
準
的
な
生
産
費
、
販
売
価
格
及
び
単
位
面
積
当
た
り

の
種
類
別
の
標
準
的
な
生
産
費
、
販
売
価
格
及
び
単
位
面
積
当
た
り
の
収
穫
量
を
考

の
収
穫
量
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
第
二
号
の
交
付
金
の
金
額
は
、
対
象
農
業
者
ご
と
に
、
生
産
条
件
不
利
補

４

第
一
項
第
二
号
の
交
付
金
の
金
額
は
、
対
象
農
業
者
ご
と
に
、
特
定
対
象
農
産
物

正
対
象
農
産
物
に
つ
い
て
の
種
類
別
及
び
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
品
質
の
区
分
（

に
つ
い
て
の
種
類
別
及
び
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
品
質
の
区
分
（
以
下
「
品
質
区

以
下
「
品
質
区
分
」
と
い
う
。
）
別
の
数
量
当
た
り
の
単
価
（
以
下
「
数
量
単
価
」

分
」
と
い
う
。
）
別
の
数
量
当
た
り
の
単
価
（
以
下
「
数
量
単
価
」
と
い
う
。
）
に

と
い
う
。
）
に
、
そ
の
者
の
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
生
産
条
件
不
利
補
正
対
象
農

、
そ
の
者
の
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
特
定
対
象
農
産
物
の
品
質
区
分
別
の
生
産
量

産
物
の
品
質
区
分
別
の
生
産
量
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ

と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
金
額
を
合
算
し
た

乗
じ
て
得
た
金
額
を
合
算
し
た
金
額
か
ら
、
調
整
額
（
同
項
第
一
号
の
交
付
金
の
金

金
額
と
す
る
。

額
を
基
礎
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
を
控
除
し
て
得
た
金
額
と
す
る
。

５

数
量
単
価
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
対
象
農
業
者
が
生
産
し
た
生
産
条
件
不
利
補

５

数
量
単
価
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
対
象
農
業
者
が
生
産
し
た
特
定
対
象
農
産
物

正
対
象
農
産
物
の
種
類
別
の
標
準
的
な
生
産
費
、
販
売
価
格
及
び
単
位
面
積
当
た
り

の
種
類
別
の
標
準
的
な
生
産
費
、
販
売
価
格
及
び
単
位
面
積
当
た
り
の
収
穫
量
並
び

の
収
穫
量
並
び
に
生
産
条
件
不
利
補
正
対
象
農
産
物
の
種
類
別
及
び
品
質
区
分
別
の

に
特
定
対
象
農
産
物
の
種
類
別
及
び
品
質
区
分
別
の
需
要
及
び
供
給
の
動
向
を
考
慮

需
要
及
び
供
給
の
動
向
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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６

農
林
水
産
大
臣
は
、
面
積
単
価
若
し
く
は
数
量
単
価
（
以
下
「
面
積
単
価
等
」
と

６

農
林
水
産
大
臣
は
、
面
積
単
価
又
は
数
量
単
価
（
以
下
「
面
積
単
価
等
」
と
い
う

い
う
。
）
を
定
め
、
又
は
調
整
額
の
算
定
に
係
る
第
四
項
の
農
林
水
産
省
令
を
制
定

。
）
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
第
一
項
各
号
の
交
付
金
の
交
付
に
よ
り
特
定
対
象

し
、
若
し
く
は
改
正
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
第
一
項
各
号
の
交
付
金
の
交
付
に
よ
り

農
産
物
の
生
産
に
要
す
る
標
準
的
な
費
用
の
額
と
特
定
対
象
農
産
物
の
販
売
に
よ
る

生
産
条
件
不
利
補
正
対
象
農
産
物
の
生
産
に
要
す
る
標
準
的
な
費
用
の
額
と
生
産
条

標
準
的
な
収
入
の
額
と
の
差
額
の
補
て
ん
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

件
不
利
補
正
対
象
農
産
物
の
販
売
に
よ
る
標
準
的
な
収
入
の
額
と
の
差
額
の
補
塡
を

い
。

図
る
こ
と
を
旨
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

農
林
水
産
大
臣
は
、
面
積
単
価
等
を
定
め
、
又
は
調
整
額
の
算
定
に
係
る
第
四
項

７

農
林
水
産
大
臣
は
、
面
積
単
価
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
食
料
・
農
業
・

の
農
林
水
産
省
令
を
制
定
し
、
若
し
く
は
改
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
食
料
・
農

農
村
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

業
・
農
村
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

（
略
）

８

（
略
）

（
収
入
の
減
少
が
農
業
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の
交
付
金
の
交
付
）

（
収
入
の
減
少
が
農
業
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の
交
付
金
の
交
付
）

第
四
条

政
府
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お

第
四
条

政
府
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お

け
る
収
入
減
少
影
響
緩
和
対
象
農
産
物
に
係
る
収
入
の
額
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で

け
る
対
象
農
産
物
に
係
る
収
入
の
額
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
対
象
農
業
者
ご
と
に
算
出
し
た
額
（
以
下
「
前
年
度
収
入
額

り
対
象
農
業
者
ご
と
に
算
出
し
た
額
（
以
下
「
前
年
度
収
入
額
」
と
い
う
。
）
が
、

」
と
い
う
。
）
が
、
収
入
減
少
影
響
緩
和
対
象
農
産
物
に
係
る
標
準
的
な
収
入
の
額

対
象
農
産
物
に
係
る
標
準
的
な
収
入
の
額
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
対
象
農
業
者
ご
と
に
算
出
し
た
額

に
よ
り
対
象
農
業
者
ご
と
に
算
出
し
た
額
（
以
下
「
標
準
的
収
入
額
」
と
い
う
。
）

（
以
下
「
標
準
的
収
入
額
」
と
い
う
。
）
を
下
回
っ
た
場
合
に
は
、
収
入
減
少
影
響

を
下
回
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
よ
る
対
象
農
業
者
の
農
業
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
を

緩
和
対
象
農
産
物
を
生
産
す
る
対
象
農
業
者
（
収
入
減
少
影
響
緩
和
対
象
農
産
物
に

緩
和
す
る
た
め
、
対
象
農
業
者
（
収
入
の
減
少
が
そ
の
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和

係
る
収
入
の
減
少
が
そ
の
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の
積
立
金
で
あ
っ

す
る
た
め
の
積
立
金
で
あ
っ
て
そ
の
額
そ
の
他
の
事
項
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

て
そ
の
額
そ
の
他
の
事
項
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
積

基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
積
み
立
て
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
、
交
付
金
を

み
立
て
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
、
交
付
金
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
国
庫
納
付
金
）

（
国
庫
納
付
金
）

第
十
一
条

機
構
は
、
毎
事
業
年
度
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に

第
十
一
条

機
構
は
、
毎
事
業
年
度
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
業
務
に
よ
り
生
ず
る
利
益
の
額
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
交

掲
げ
る
業
務
に
よ
り
生
ず
る
利
益
の
額
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
交

付
金
の
交
付
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め

付
金
の
交
付
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め

て
通
知
す
る
金
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
通
知
す
る
金
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
第
五
号
イ
及
び
ロ
の
業
務

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め

一

前
条
第
五
号
イ
及
び
ロ
の
業
務

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め

の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
条
第

の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
交
付
金
（
て
ん
菜
の
作
付
面
積
又
は
品
質
及
び
生
産
量
に
基

一
項
各
号
に
掲
げ
る
交
付
金
（
て
ん
菜
の
期
間
平
均
生
産
面
積
（
同
項
第
一
号
に

づ
い
て
算
定
さ
れ
る
部
分
に
限
る
。
）

規
定
す
る
期
間
平
均
生
産
面
積
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
品
質
及

び
生
産
量
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
部
分
に
限
る
。
）

二

前
条
第
五
号
ニ
の
業
務

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付

二

前
条
第
五
号
ニ
の
業
務

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付

金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
交
付
金
（
で
ん
粉
の
製

金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
交
付
金
（
で
ん
粉
の
製

造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ
の
作
付
面
積
又
は
品
質
及
び
生
産
量
に
基
づ
い
て

造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ
の
期
間
平
均
生
産
面
積
又
は
品
質
及
び
生
産
量
に

算
定
さ
れ
る
部
分
に
限
る
。
）

基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
部
分
に
限
る
。
）


